
１．学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等
学校設置者等（学校、児童福祉施設等）及び民間教育保育等事業者（学習塾等）について、その教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止
に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を有することを規定
２．学校設置者等が講ずべき措置
学校設置者等が講ずべき措置として以下のものを規定
・ 教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置
・ 教員等としてその業務を行わせる者について、４に掲げる仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認
→ これらを踏まえ、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置（教育、保育等に従事させないこと等）を実施
・ 児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援
３．民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置
・ 内閣総理大臣は、２に掲げる学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について、認定・公表
・ 認定事業者には２に掲げるものと同等の措置実施を義務付け
・ 認定事業者は、認定の表示可能
・ 認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設
４．犯罪事実確認の仕組み等
・ ２及び３の対象事業者が内閣総理大臣に対して申請従事者の犯罪事実を確認する仕組みを創設する。当該仕組みにおいては、対象となる従事者本人も
関与する仕組みとする。
・ 内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった場合、以下の期間における特定性犯罪（痴漢や盗撮等の条例違反を含む）前科の有無について記載した
犯罪事実確認書を対象事業者に交付する。ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知。本人は通知内容の訂正請求が可能
ア 拘禁刑（服役）：刑の執行終了等から20年
イ 拘禁刑（執行猶予判決を受け、猶予期間満了）：裁判確定日から10年
ウ 罰金：刑の執行終了等から10年

・ 犯罪事実確認書等の適正な管理（情報の厳正な管理・一定期間経過後の廃棄等）
５．その他
・ この法律に定める義務に違反した場合には児童福祉法等に規定する報告徴収等の対象となること等を規定【学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律】
・ 施行後３年を目途とした見直し・検討規定

法律の趣旨

施行期日

法律の概要

施行期日：公布の日（令和６年６月26日）から起算して２年６月を超えない範囲において政令で定める日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
（令和６年法律第69号）の概要

児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教
育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童
対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。

（令和6年6月19日 成立 ／同年6月26日 交付）
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〇 国（第３条第２項）
・学校設置者等及び民間教育保育等事業者がその責務を確実に果
たすことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の
整備等の施策を実施

(1) こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置
・教員等の研修（第８条）
・危険の早期把握のための児童等との面談等（第５条第１項）
・児童等が相談を行いやすくするための措置（相談体制等）（第５条第２項）

(2) 被害が疑われる場合の措置
・調査（第７条第１項）
・被害児童の保護（第７条第２項）

こどもの安全を確保するための措置
（学校設置者等、民間教育保育等事業者（認定事業者））

各制度の相互補完
〇 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す
る法律又は児童福祉法に基づく児童生徒性暴力等を行っ
た教育職員や保育士の資格管理の厳格化と相まって、効
果的にこどもの安全を確保

こども・若者の性被害防止のための総合的対策
〇 「子供の性被害防止プラン2022」「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」等を着
実に実行するとともに、政府一丸となり、こども・若者の性被害防止対策を進めるため、
①加害の防止、②相談・被害申告をしやすくする、③被害者支援、④治療・更生、の４
つの観点から、関係府省庁で連携して、取り組むべき総合的な対策を新たにとりまとめ

※ （３）性犯罪前科有りのときは、児童対象性暴力等が行
われるおそれありとして、防止措置は必須。
防止措置の内容については、ガイドライン等を検討

性犯罪前科の有無の確認の結果、面談等、児童等からの相談
の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力
等が行われるおそれありと認められる場合、児童対象性暴力等
の防止のための措置（教育、保育等の業務に従事させないな
ど）を講じなければならない。（第６条）

学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（通称「こども性暴力防止法」）

再犯対策のみならず９割を占める初犯対策・予防策を徹底する。

 本制度を起点としこども性暴力防止に向けた環境整備

こども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進

初犯対策

再犯対策
(3) 対象となる性犯罪前科の有無の確認（第４条）

学校設置者等（第２条第３項）：学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者
民間教育保育等事業者（第２条第５項）：学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業者

学校設置者等及び民間教育保育等事業者について

塾などの民間事業者を含め広く事業者の責務を明確化
〇 学校設置者等及び民間教育保育等事業者（第３条第１項）
・教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努める
・児童対象性暴力等の被害児童等を適切に保護する

 こども家庭庁が中心となって政府全体・関係業界を挙げて総合的な対策を推進

現職者も３年以内確認
（第４条第３項）

安全確保措置の指導・監督 学校設置者等：各所管法令の中で規定
認定事業者：国（こども家庭庁）。認定取消・公表も含む

施行期日：公布の日（令和６年６月26日）から起算して２年６月を超えない範囲において政令で定める日。施行後３年を目途とした見直し・検討規定あり。
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
に対する附帯決議①（令和6年５月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会）

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に
対し、認定制度の周知啓発を図ること。

二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を
行う前にこどもに接する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、調査の客観性の確保など、本法の運用に関
する具体的な事項が下位法令やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。また、制定に当たっては、教育職員
等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、従事者やこど
もの声を適切に反映するとともに、防止措置の濫用の防止を図ることに留意すること。その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる
場合においても、雇用管理上の措置をとる際には労働法制等に従う必要があることが重要である点にも留意すること。

三 対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象がこどもに限らない場合であっても、こどもを対象とする事業であれ
ば広く含まれるようにすること。また、民間教育事業の要件に関し、「六月以上」とされている技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間の
短縮について検討すること。

四 ベビーシッターや家庭教師等のこどもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も犯罪事
実確認等の対象とする仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検討すること。

五 犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為やこどもに重大な影響を与える性暴力と解される行為等にも拡大すること、
確認対象期間を延長すること、示談等により不起訴とされた場合や刑事事件には至らないものの懲戒解雇となった場合なども対象とすることについ
て検討すること。また、これらの検討に必要な知見が得られるよう、性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含む性嗜好障害の実態に
関する調査・分析・研究を進めること。

六 本法の実効性を確保するためには、性加害の事実のもみ消しや加害者の自主退職による懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、事業者等に
告発・通報を義務付けることについて検討すること。

七 学校設置者等及び認定事業者が研修、相談、調査等の措置を講ずる体制を負荷なく構築することができるよう支援する仕組みを整備するとともに、
こどもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修、相談、調査等については、公平性、透明性及び質の担保のた
め、第三者性の確保にも留意すること。

八 教員、保育士等の養成段階において、こどもに対する性暴力を防止するための教育を充実させること。
九 性被害を受けたこどもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について
検討すること。
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十 性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、こども
が性被害から身を守るために必要な知識を習得できるよう、こども向けの研修の充実を図るとともに、家族や教員等のこどもにとって身近な存在か
らの性被害もあり得ることを「生命（いのち）の安全教育」において強調すること。

十一 犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄
を適正に行うよう徹底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実確認の方法については、イギリスで採用さ
れている第三者機関「Ｏｆｓｔｅｄ」による確認の仕組みも参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組
みを検討すること。

十二 本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すものであることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤っ
た事実認定の防止に一層留意すること。

十三 学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが
犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労を妨げられることがないよう、所要の周知
啓発を図ること。

十四 性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること。ま
た、加害者の改善更生及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者更生プログラムの充実を図るとともに、加
害者の受講を促進すること。

十五 本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における
執行体制を早急に整備すること。

十六 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第七条第一項の規定
によるデータベースの活用又は児童福祉法第十八条の二十の四第三項の規定によるデータベースの活用に関し、それらの補完・連携の在り方につい
て、学校設置者等及び民間教育保育等事業者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

十七 児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について、本法の施行後三年の見直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。
十八 民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいることも踏まえつつ、こどもの安全の確保は本法のみで全うできる
ものではないことに鑑み、こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組を進めること。

十九 以上の項目は、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えのもと取り組むこと。
右決議する。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
に対する附帯決議②（令和6年５月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会）
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
に対する附帯決議①（令和6年６月18日 参議院内閣委員会）

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に
対し分かりやすく、かつ誤解を招かないように認定制度の周知啓発を図ること。

二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を
行う前にこどもに接する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、調査の客観性の確保など、本法の運用に関
する具体的な事項が下位法令やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。また、制定に当たっては、教育職員
等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、労働者やこど
もの参画の下で検討しその声を適切に反映するとともに、防止措置の濫用の防止を図ることや、おそれがあると誤認に基づき判断された場合の対応
に留意すること。その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管理上の措置をとる際には労働法制等に従う必
要がある点をガイドラインに明記すること。

三 対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象がこどもに限らない場合であっても、こどもを対象とする事業であれ
ば広く含まれるようにすること。また、民間教育事業の要件に関し、「六月以上」とされている技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間の
短縮について検討すること。

四 ベビーシッターや家庭教師等のこどもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も犯罪事
実確認等の対象とする仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検討すること。

五 犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為やこどもに重大な影響を与える性暴力と解される行為等にも拡大すること、
確認対象期間を延長すること、示談等により不起訴とされた場合や刑事事件には至らないものの懲戒解雇となった場合なども対象とすることについ
て検討すること。また、これらの検討に必要な知見が得られるよう、性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含む性嗜好障害の実態に
関する調査・分析・研究を進めること。

六 本法の実効性を確保するためには、性加害の事実のもみ消しや加害者の自主退職による懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、その事実が
客観的に認められた場合には、事業者等に告発・通報を義務付けることについて検討すること。また、性犯罪を防止する観点から、施設などにおい
て複数の目が行き届くような体制が整備されるよう努めること。

七 学校設置者等及び認定事業者が、その規模にかかわらず研修、相談、調査等の措置を講ずる体制を負荷なく構築することができるよう支援する仕組
みを整備するとともに、こどもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修、相談、調査等については、公平性、
透明性及び質の担保のため、外部有識者の活用など第三者性の確保にも留意すること。

八 教員、保育士等の養成段階において、こどもに対する性暴力を防止するための教育を充実させること。
九 性被害を受けたこどもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について
検討すること。また、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制の充実・強化に加え、警察において、性被害の相談等がなさ
れた場合は、被害者に寄り添って親身かつ適切に対応するよう徹底すること。
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十 性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、こども
が性被害から身を守るために必要な知識を習得できるよう、こども向けの研修の充実を図るとともに、家族や教員等のこどもにとって身近な存在か
らの性被害もあり得ることを「生命（いのち）の安全教育」において強調し、こどもの理解につなげること。

十一 犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄
を適正に行うよう徹底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実確認の方法については、イギリスで採用さ
れている第三者機関「Ｏｆｓｔｅｄ」による確認の仕組みも参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組
みを検討すること。

十二 本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すものであることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤っ
た事実認定の防止に一層留意すること。

十三 学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが
犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労を妨げられることがないよう、所要の周知
啓発を図ること。

十四 性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、最新の医学的知見を踏まえつつ、性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に
必要な調査研究を進めること。また、加害者の改善更生及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者更生プロ
グラムの充実を図るとともに、加害者の受講を促進すること。加えて、加害者のみならず、専門家により性嗜好障害又はその疑いがあると診断され
た者が適切な治療や支援を受けられる環境の整備に取り組むこと。

十五 本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における
執行体制を早急に整備すること。また、犯罪事実確認書の交付申請に係る事務等を委託するに当たっては、十分な情報管理体制が確保されている業
者を選定するなど、申請従事者の個人情報の漏えいが生じないよう万全を期すこと。

十六 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第七条第一項の規定
によるデータベースの活用又は児童福祉法第十八条の二十の四第三項の規定によるデータベースの活用に関し、それらの補完・連携の在り方につい
て、学校設置者等及び民間教育保育等事業者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

十七 児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について、本法の施行後三年の見直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。
十八 民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいることも踏まえつつ、こどもの安全の確保は本法のみで全うできる
ものではないことに鑑み、こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組を進めること。

十九 以上の項目は、こどもの権利の保障を最優先に捉え、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えの下
に取り組むこと。

右決議する。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
に対する附帯決議②（令和6年６月18日 参議院内閣委員会）
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